
農作業標準料金について 

＜令和６年分～令和８年分適用＞ 

滑川市農業委員会 

作 業 名 単 位 標 準 料 金 

耕

転 

トラクター（耕起～代かき） １０ａ １５，５００円 

個

別

作

業 

耕 起 １０ａ ８，５００円 

代 か き 

（荒くり作業含む） 
１０ａ ８，7００円 

秋 お こ し （ 耕 起 ・ 溝 切 ） １０ａ ８，８００円 

ト ラ ク タ ー （ あ ぜ ぬ り ）  １ｍ ８０円 

側 条 施 肥 田 植 機 １０ａ ８，９００円 

コ ン バ イ ン １０ａ ２７，１００円 

動 力 散 布 （ 薬 剤 散 布 ） 
１０ａ 

１回あたり 
８００円 

労
力 

田植、畦塗り、稲刈、 

その他の労働 
 １日 

７，６００円～ 

１０，０００円 

乾 燥 ・ 調 製 水 稲 ６０㎏ 
乾燥  １，８００円 

調製     ７００円 

（料金には、消費税が含まれておりません。） 

 

※ コンバインについては、収穫物の運賃は別途料金とします。 

※ 麦・大豆のコンバインについては、水稲のコンバイン料金に準じます。 

※ 標準料金は、環境条件の整ったところの圃場（１区画 30ａの整備田）を基準に設

定しており、未整備田、変形田、強湿田、倒伏田、遠距離田などの農作業料金は、

標準料金を参考に双方で協議の上、定めてください。 

※ 平成２１年度より農業用設備の耐用年数が変わりました。 

  (農業用設備はすべて７年になりました） 


